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No. 23  

 

制 度 名 自立・分散型エネルギー設備導入補助事業 
主管課名 環境政策課 

問合せ先 029-301-2499 

目的・趣旨 

水素社会の実現に向けた取組みとして，家庭用燃料電池（エネファーム）

等の普及促進を図ることを目的に，家庭用燃料電池等を購入する県民へ市町

村を通じて助成を行う。 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

〔対象事業〕 

 家庭用燃料電池・蓄電池の導入補助を行う市町村への補助 

【県】－補助→【市町村】（家庭用燃料電池・蓄電池）----補助→【購入者】 

 
 

〔補助要件等〕 

 （1）市町村が実施するものであること。 

 （2）国の補助対象として指定されている設備に対する補助であること。 

 

 

 

〔対象経費〕 

 家庭用燃料電池・蓄電池を設置する者に対して支出する補助金 

 

 

 

〔補助限度額等〕 

 1 設備あたり 5万円（上限） 

 

 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

市町村 － 定額 － － 

〔30 年度当初予算額〕 

               25,000 千円 

〔30 年度補助対象団体〕 

平成 30 年 5 月頃決定予定 

〔備考〕 

 

 

 


